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(57)【要約】
【課題】低侵襲かつ定期的に内視鏡によって腹腔内の様
子を観察できる手段を備えたカテーテルを提供する。
【解決手段】腹腔内に留置される腹腔内留置部と、体外
に突出される体外突出部と、腹腔内留置部と体外突出の
中間に位置する腹壁固定部からなる両端の開放した腹膜
透析用カテーテルにおいて、腹腔内留置部先端部分と腹
壁固定部の間にカテーテルの外側と内側を連通させるス
リットを設け、カテーテルの内面には、スリットに交わ
る位置に凸部を設けた腹膜透析用カテーテルを提供する
。
【選択図】　　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
腹腔内に留置される腹腔内留置部と、体外に突出される体外突出部と、腹腔内留置部と体
外突出の中間に位置する腹壁固定部からなる両端の開放した腹膜透析用カテーテルにおい
て、腹腔内留置部にカテーテルの外側と内側を連通させるスリットを設け、カテーテルの
内面には、スリットに交わる位置に凸部を設けた腹膜透析用カテーテル。
【請求項２】
前記スリットが、腹腔内留置部と腹壁固定部との境界から腹腔内留置部側の先端に向かっ
て４０ｍｍから７０ｍｍの範囲内に設けられている、請求項１に記載の腹膜透析用カテー
テル。
【請求項３】
前記スリットが、カテーテルの長手方向に伸びている、請求項１または２に記載の腹膜透
析用カテーテル。
【請求項４】
前記凸部が、前記スリットと斜めに交わる形で設けられている、請求項１から請求項３の
いずれかに記載の腹膜透析用カテーテル。
【請求項５】
前記スリットと前記凸部がスリットの中点で交わるように設けられた、請求項１から請求
項４のいずれかに記載の腹膜透析用カテーテル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はカテーテルに関する。詳細には、腹膜透析療法(以下腹膜透析、ＰＤともいう)を
実施する際に体内に留置し、腹腔内への透析液の注入、排出を行うためのカテーテルに関
する。
【背景技術】
【０００２】
腹膜透析（Ｐｅｒｉｔｏｎｅａｌ　Ｄｉａｌｙｓｉｓ、ＰＤともいう）は、腎不全患者の
腹腔内に可撓性のカテーテルを留置し、そのカテーテルを通じて腹腔内に透析液を貯留し
、透析液に血液中の毒素や余分な水分を移行させ、それを１日に複数回入れ替えることに
よって体内の毒素や余分な水分を体外に排出することで腎臓の働きを補完するものである
。血液透析と比べ、生体内で長時間かけて透析を行うために循環器に与える影響が少ない
という点、また透析実施時の拘束時間が短いという点で有用な治療法である。
【０００３】
腹膜透析を実施する際、特に問題となる合併症として、腹膜炎や被嚢性腹膜硬化症(ＥＰ
Ｓともいう)が挙げられる。腹膜炎はカテーテルを介した腹腔内への細菌の侵入が、ＥＰ
Ｓは腹膜透析の長期施行や透析液の組成、腹膜炎などによる腹膜機能の劣化が原因とされ
ている。いずれも腹膜透析を一時中断しなくてはいけない疾病であるばかりか、重篤な場
合には患者の生命そのものに関わるものとなる。そのため、発症初期の段階で病変を発見
し、治療を行うことが肝心である。
【０００４】
現在行われている腹膜の状態や腹膜機能の検査・診断の方法として、貯留後に排出された
透析液の検査、除水量と溶質の除去量から腹膜の機能を予測する腹膜平衡試験(ＰＥＴと
もいう)、患者への問診などが挙げられる。しかし、いずれの方法も腹膜の機能・状態を
検査結果より推測する方法であるため、これらの検査だけで腹膜炎・ＥＰＳの発症を判断
することは難しい。一般的には、これらの検査を経た上で症状や徴候などから腹膜炎・Ｅ
ＰＳの発症を疑った場合に画像診断や内視鏡検査・組織生検などを行い、その上で診断す
るという方法が用いられている。そのため、腹膜炎やＥＰＳが発症していても発見までに
時間がかかることが多く、発症を認めたときには既に症状が進行しているという事例もあ
る。そうなると、腹膜炎やＥＰＳの治療が困難になり、腹膜透析の実施も困難になる。
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【０００５】
腹膜炎やＥＰＳの発症を早期に発見するには、内視鏡によって定期的に腹腔内の状態を観
察することが効果的である。しかし、非特許文献１に参照されるように、腹腔内に内視鏡
を導入するには腹部を切開せねばならず、患者にとって苦痛と負担を与えることとなる。
また腹腔内に液を貯留する腹膜透析療法において腹部の切開を繰り返すことは望ましくな
く、定期的に観察を行うことができない。そこで、腹膜透析を実施する際に使用するカテ
ーテルを使用して内視鏡を腹腔内に導入する方法を検討した。
【０００６】
一般的な腹膜透析用のカテーテルを使用する場合、透析液流路より内視鏡を挿入すること
になる。通常、腹膜透析用カテーテルには両端の開口部と腹腔内留置部先端部分の側孔し
か管の外部と内部をつなぐ流路はない。そのため、透析液流路より内視鏡を挿入した場合
は、図３に示されるように内視鏡がダグラス窩と呼ばれる腹腔内でも奥まった部分から腹
腔内に挿通されることとなる。そのため、内視鏡の視野が狭い範囲で限定されることとな
り、腹腔内の観察を行う上では好ましくない。
【０００７】
また、特許文献１に示されるような、複数の流路を備えたカテーテルを同様に使用した場
合は、ダグラス窩に至る前に内視鏡を腹腔内に露出できるため、腹腔内の観察には適して
いるといえる。しかし、該カテーテルはいずれの通路にも常に透析液を通すことを前提と
して使用しているため、通路の不使用時に液の浸入を防ぐという機構を備えていない。そ
のため、内視鏡を使用しない状態でも通路が解放された状態となるので、内視鏡用の通路
に液が滞留し、体内の老廃物が充分に排出されない、また排液の量に誤差が生じるなど、
腹膜透析を行う上で様々な問題が発生することが予想される。
【０００８】
また、特許文献２にて開示されるような逆止弁を取り付け、使用しない通路を封鎖して液
の浸入を防ぐ方法も考えられる。しかし、カテーテルを腹腔内に留置した後に弁などの部
品が破損した場合、該カテーテルの入れ替えだけでなく破損した部品を腹腔内より取り除
かねばならない。この作業は非常に困難であり、患者にとって負担も大きい。
【０００９】
【特許文献１】特開昭６０－２２５５号文献
【特許文献２】特開２００２－１５３５６３号文献
【非特許文献１】Ｊ　Ｎｉｐｐｏｎ　Ｍｅｄ　Ｓｃｈ　２００１；６８（６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
本発明は以上の問題点を鑑み、容易に内視鏡を腹腔内に到達させられる手段を備え、内視
鏡による腹腔内の様子を観察することが充分に行えつつ、透析液の交換も従来通り行うこ
とができる腹膜透析用カテーテルを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上記の課題を解決するために、本発明は、腹腔内に留置される腹腔内留置部と、体外に突
出される体外突出部と、腹腔内留置部と体外突出の中間に位置する腹壁固定部からなる両
端の開放した腹膜透析用カテーテルにおいて、腹腔内留置部にカテーテルの外側と内側を
連通させるスリットを設け、カテーテルの内面には、スリットに交わる位置に凸部を設け
た腹膜透析用カテーテルを提供する。
【００１２】
本発明のカテーテルにおいては、前記スリットが、腹腔内留置部と腹壁固定部との境界か
ら腹腔内留置部側の先端に向かって４０ｍｍから７０ｍｍの範囲内に設けられていること
が望ましい。
【００１３】
本発明のカテーテルにおいては、前記スリットが、カテーテルの長手方向に伸びているこ
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とが望ましい。
【００１４】
本発明のカテーテルにおいては、前記凸部が、前記スリットと斜めに交わる形で設けられ
ていることが望ましい。
【００１５】
本発明のカテーテルにおいては、前記スリットと前記凸部がスリットの中点で交わるよう
に設けられていることが望ましい。
【発明の効果】
【００１６】
本発明のカテーテルにおいて、両端の間にカテーテルの外側と内側を連通させるスリット
を設けることで、内視鏡を腹腔内先端部以外の場所から腹腔内に挿通することが出来る。
その結果、腹膜の状態を容易且つ充分に観察することが出来る。
【００１７】
また、内視鏡の出口をスリットとし、透析液の流路と内視鏡の通路を共用とすることで、
透析液がカテーテル内に滞留することを防ぐと共に、日常のＣＡＰＤ実施時においても透
析液の潅流に影響を与えないようにした。さらに、内視鏡の出口をスリットとすることで
、内視鏡の出口からの液の出入りを防ぐ部品などを取り付ける必要がなく、製造上の手順
の増加やコストの増加を抑えることが出来るとともに、留置後に部品が破損して腹腔内に
漂流するという現象も発生しない。
【００１８】
また、カテーテルの内面に、スリットと交わる位置に凸部を設けることにより、凸部に内
視鏡を当ててスリットに内視鏡を誘導することが出来る。そのため、容易にスリットに内
視鏡を通すことが出来る。
【００１９】
また、スリットを腹腔内留置部と腹壁固定部との境界から腹腔内留置部側の先端に向かっ
て４０ｍｍから７０ｍｍの範囲内に設けることで、視野が広く確保できる部分での内視鏡
の挿通が可能となる。その結果、腹膜の状態をより正確且つ詳細に把握することが可能と
なる。
【００２０】
また、スリットをカテーテルの長手方向に伸びる形で設けることで、留置後腹腔内でカテ
ーテルが折れ曲がった際もカテーテルの強度が保てるようになる。スリットをカテーテル
の短手方向に伸びる形で設けた場合、カテーテルが折れ曲がった際にスリットの部分から
亀裂が広がり、最悪の場合は破断することが考えられる。
【００２１】
また、スリットと交わる凸部をスリットと斜めに交わる形で設けることで、内視鏡を奥に
進めつつスリットに誘導することが出来る。そのため、スリットから腹腔内に内視鏡を露
出させることがより容易になる。
【００２２】
また、スリットと凸部がスリットの中点で交わるような形で設けることで、スリットが最
も開きやすい位置に内視鏡を案内することが出来る。そのため、内視鏡がスリットを通過
したときにスリットがカテーテルの長手方向に広がることを防ぐと共に、スリットから腹
腔内に内視鏡を挿通させることがより容易になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
以下、図面に従い本発明を説明する。
【００２４】
図１は本発明の腹膜透析用カテーテルの概略図である。本発明の腹膜透析用カテーテル１
を構成する材料としては、例えばシリコーンゴム、ポリウレタン、ポリエチレン、フッ素
系樹脂などのような、生体に適合し、かつ可撓性のある物質が望ましい。本発明の腹膜透
析用カテーテル１の長さおよび腹腔内留置部１１、腹壁固定部１２、体外突出部１３の長
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さは特に指定はないが、適用する患者の体格などに応じて長さを決定することが望ましい
。内径については、液が余裕を持って通行でき、さらに内視鏡が通行できるサイズであれ
ばよい。
【００２５】
図１においては、腹腔内への留置の際に固定具として使用し、留置後はカテーテルの体外
突出部から腹腔内に向かってカテーテル沿いに菌が腹腔内に侵入する、いわゆるトンネル
感染を防ぐためのカフ３が記されている。一般的に、カフはそれぞれ腹腔内留置部と腹壁
固定部の境界、腹壁固定部と体外突出部の境界に取り付けられることが多い。カフについ
ては、施術者の判断により本発明の腹膜透析用カテーテルに取り付けない場合もある。ま
た、腹腔内留置部先端部には側孔群４が記されている。これは腹腔内にカテーテルを留置
した後、透析液の注排出をよりスムースに行うと共に、排出時に一つの穴が詰まっても透
析液の流れを確保できるように備えられたものであるが、必要に応じて側孔部の形状を変
える、若しくは側孔そのものを備えないことも可能である。
【００２６】
図１において、スリット２が備えられている。これは本発明の腹膜透析用カテーテルにお
いて、内視鏡の出入口として使用されるものである。該スリット２は腹腔内留置部に備え
られていればよいが、腹腔内留置部先端部分に近すぎる位置にスリット２を備えると、本
発明を腹腔内に留置した際に内視鏡の出口が腹腔内の奥まった出口に位置することとなる
。その場合、内視鏡を用いて腹腔内を観察する際に充分な視野が確保できず、本発明の目
的を達せられないことが考えられる。また、腹壁固定部に近すぎる位置に該スリット２を
設けた場合、内視鏡を腹腔内に挿通させた際に腹膜を傷つける恐れがある。そのため、該
スリット２の設置位置は腹腔内留置部と腹壁固定部との境界から腹腔内留置部側の先端に
向かって４０ｍｍから７０ｍｍの範囲内とする。しかし、内視鏡の視野が充分に確保でき
る位置ならばこの限りではない。内視鏡の出入り口をスリットとすることで、内視鏡を使
わないとき、即ち日常の透析液の交換時において、流量や流速に影響を及ぼすことなくス
ムースに腹腔内の透析液を交換することができる。
【００２７】
スリット２は、カテーテルの管内から管外に内視鏡を挿通できる形状であればよいが、カ
テーテルの長手方向に伸びていることが望ましい。腹膜透析用カテーテルは体内留置後に
屈曲した状態が続くため、スリットを管の短手方向に設置した場合、長期にわたる留置で
スリット部分からの破損が起こる可能性がある。
【００２８】
図２は本発明のカテーテルを体内に留置し、実際に透析液の交換を行っている状態の概略
図である。従来のカテーテルに内視鏡を挿入した場合はカテーテルの腹腔側先端から内視
鏡が突出することとなり、図３に示されるように奥まった部分でしか内視鏡による腹腔内
の観察ができない。しかし本発明のカテーテルによれば、丸で囲んだＣの部分より内視鏡
を腹腔内に挿通することが可能となり、図４に示すようにより広い範囲での腹腔内の観察
が可能となる。
【００２９】
図５ないし図８は、本発明の腹膜透析用カテーテル１においてスリット２の備えられた部
分の拡大図である。スリット２が備えられた部分のカテーテル内面には、スリットと交わ
る位置に凸部５が備えられている。最低限前記スリット２と前記凸部５が交わっていれば
よい。例えば、図５にように直交する形、図６のように前記スリット２と前記凸部５が斜
めに交わる形、図７のように前記スリット２の一端と前記凸部５が接しているような形な
どでスリット２と凸部５を設置できる。また、前記凸部５は図５ないし図７のように内面
円周上の一部に備えられていてもよいし、図８のように円周上全面に備えられていてもよ
い。
【００３０】
図９ないし図１１は、図５におけるＡ－Ａ’の断面図である。これらの図によって、スリ
ットと凸部の位置関係がより明確に示される。前記スリット２と前記凸部５の位置関係に
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ついては、お互いが交わっており、本発明の目的を達するものであれば、その形状は図に
示される範囲に限らない。
【００３１】
図１２、図１５、図１６は、図５におけるＢ－Ｂ’の断面図である。また、図１３と図１
４は、本発明の腹膜透析用カテーテル１に内視鏡６を管内に挿入し、スリット部分から管
外に露出する様子を図示したものである。カテーテルの体外突出部から挿入された内視鏡
を腹腔内留置部に向けて前進させ、凸部５に当てる。そして凸部に当てたらスリット２の
方向に内視鏡を移動させ、スリット２より腹腔内へ内視鏡を挿通させ、腹腔内の観察を行
う。凸部の大きさ、形状は、本明細書においては断面が三角形になる凸部が図示されてい
るが、図１５に示すように断面が四角形になるもの、また図１６に示すように、凸部の先
端が体外突出部側に向かって湾曲しているものなど、上記のような作用を満たすことが出
来、且つ透析液の流れを妨げないものであればどのようなものでもよい。
【００３２】
なお、スリット２と凸部５が図６、図１０に示されるように斜めに交わっている場合は、
内視鏡６が凸部５に当たった後に、内視鏡６を前進させながらスリット２に到達させるこ
とが容易となる。
【００３３】
また、スリット２と凸部５をそれぞれの中点で交わるように備えた場合、スリット２が最
も開きやすい部分に内視鏡を案内することが可能となる。すなわちスリットの末端側より
内視鏡を露出した場合に、カテーテルの材質によってはスリットがカテーテルの長手方向
に広がってしまう危険を回避できる。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
本発明は腹膜透析用のカテーテルについてのものであるが、血管用や胃腸用などのその他
のカテーテルにもこの原理を応用することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の腹膜透析用カテーテルの概略図である。
【図２】本発明の腹膜透析用カテーテルを実際に使用している概略図である。
【図３】従来の腹膜透析用カテーテルを利用して、内視鏡を腹腔内に挿通させた様子を表
した図である。
【図４】本発明の腹膜透析用カテーテルを利用して、内視鏡を腹腔内に挿通させた様子を
表した図である。
【図５】本発明の腹膜透析用カテーテルにおける、スリット付近の拡大図である。
【図６】本発明の腹膜透析用カテーテルにおける、スリット付近の拡大図である。
【図７】本発明の腹膜透析用カテーテルにおける、スリット付近の拡大図である。
【図８】本発明の腹膜透析用カテーテルにおける、スリット付近の拡大図である。
【図９】図５のＡ－Ａ’断面図である。
【図１０】図９における断面図の別の様態である。
【図１１】図９における断面図の別の様態である。
【図１２】図５のＢ－Ｂ’断面図である。
【図１３】図１２において、本発明の腹膜透析用カテーテルに内視鏡を挿入した図である
。
【図１４】図１２において、本発明の腹膜透析用カテーテルに内視鏡を挿入した図である
。
【図１５】図１２における断面図の別の様態である。
【図１６】図１２における断面図の別の様態である。
【符号の説明】
【００３６】
１　腹膜透析用カテーテル
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１１　腹腔内留置部
１２　腹壁固定部
１３　体外突出部
２　スリット
３　カフ
４　側孔群
５　凸部
６　内視鏡
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